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民
法
の
成
年
年
齢
を
引
き

下
げ
る
法
律
が
６
月
に
国

会
で
成
立
し
た
。
概
要
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。①
成
年

年
齢
↓
18
才
を
も
っ
て
成
年

と
す
る
。
18
才
で
未
成
年

者
の
取
消
権
が
な
く
な
る
。

②
婚
姻
年
齢
↓
18
才
に
な
ら

な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
女
性
は
16
才
か
ら
18

才
と
な
っ
た
。③
養
親
と
な

る
者
の
年
齢
↓
20
才
に
達
し

た
者
は
、
養
親
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
。
成
年
か
ら
20
才

に
改
め
た
。④
こ
の
法
律
の

施
行
日
は
平
成
34
年
４
月
１

日
で
あ
る
。

　

国
会
の
付
帯
決
議
で
政
府

に
対
し
施
行
日
ま
で
に
配
慮

す
べ
き
事
が
決
議
さ
れ
た
。

❶
２
年
以
内
に
年
齢
引
下
げ

に
よ
る
消
費
者
被
害
の
拡
大

を
防
止
す
る
法
を
整
備
す
る
。

❷
貸
金
業
法
そ
の
他
業
法
に

お
け
る
業
者
に
対
す
る
消
費

者
保
護
の
規
制
の
強
化
を
図

る
こ
と
等
、
そ
の
他
消
費
者

保
護
の
施
策
を
実
行
す
る
目

標
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。
18

才
で
成
年
と
な
る
時
期
が
４

年
後
と
な
っ
た
の
に
、
消
費

者
保
護
政
策
は
、
未
だ
始
ま

っ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
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齢
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